
日程：２０１９年５月７日（火）～５月８日（水） 

旅行代金：５２，０００円 
（大人・小人同額、２名１室利用の場合） 

２日間  

★★ツアーのポイント★★  
今回の吉村先生フォ トツアーは、香美町 ・但馬丹波エリアの風景を撮影
いただきます 。昨年、吉村先生が撮影された香美町観光ポスターは第
6 6回日本観光ポスターコンクールで総務大臣賞を受賞いたしまし
た！！今回のツアーでは、そのポスター撮影地をメインに訪問します。
「 ス トー リーのあるまち  香美町 」にて 、皆様それぞれのストーリーを撮
影しまし ょ う♪また、 ２日目には藤の花の撮影も予定しております。さわ
やかな夏のはじまりを感じに 、吉村先生と出掛けてみませんか？？  

※ツアー終了後、作品講評会 （無料 ）を開催し吉村先生のご指導を頂き
ます 。  （ 日程は後日ご案内します。 ）  

今子浦からの夕景（撮影・吉村玲一） 

和池の大カツラ（撮影・吉村玲一） 

百毫寺の藤（撮影・吉村玲一） 

写真はすべてイメージです。 



【旅行代金】５２，０００円  （大人小人同額・２名１室利用）                          
【一人部屋追加代金】３，０００  円  （１泊分）  

【ご利用予定ホテル】休暇村  竹野海岸（バスなし・トイレ付洋室又は和室の２名１室利用）  

【ご利用予定バス会社】東豊観光バス         【食事】朝食１回、昼食２回、夕食１回  

【添乗員】新大阪駅から全行程同行します。      【最少催行人員】１５名（定員２０名）  

【申込締切】  ４月５日（金）                     

◆最終日程表は、ご出発の約１週間前に送付いたします。  

◆吉村先生が怪我や病気等のやむを得ない事情により旅行に同行出来なくなった場合は催行を中止し、旅行代金をお客
様に全額返金いたします。  

☆☆お申込み方法☆☆ 

① 日本旅行関西企画旅行支店専用ダイヤルまでお電話、またはFAX・メールにてお申込みご希望の旨をお知らせください。 

② お知らせいただいた方に、「申込書」「申込金ご請求書」「ご旅行条件書」等の書面をお送りしますので、申込書にご記入の上、    
弊社宛ＦＡＸまたは、郵送でお送りください。 

③申込書をお送りいただいた方へは、申込金の請求書をお送りしますので、４月８日(月)までにご入金ください。 
※ご不明な点がございましたら、何なりとお問い合わせ下さいませ。 

お申し込み・お問い合わせは 

旅行企画・実施：株式会社日本旅行 関西企画旅行支店             
 観光庁長官登録旅行業第２号 一般社団法人日本旅行業協会正会員               

 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル６階         TEL：06-6223-5677（専用ダイヤル）  

 総合旅行業務取扱管理者：弘中 賢悟   担当：松山・池田  TEL：06-6209-0707（代表） FAX：06-6209-0606 

メールでも受付中 kansaios_office@nta.co.jp 
  （営業時間 月～金 10:00～17:30 土日祝 休）                 企画１９-０４２   

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に際し、担当者からの説明にご不明な点があ
りましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。 
                                                      

■日程表 
月日（曜日） 日程 

                   ◆撮影＆昼食          ◆撮影        ◆撮影        ◆夕景撮影 

1 5/7  新大阪  但馬高原植物園  猿尾滝  山陰海岸  香美町  竹野（泊） 
  

(火) 
     ９：００           １１：３０～１３：４５         １４：００～１５：００   １５：４５～１６：４５      １８：００～１９：００     １９：３０頃 

      【宿泊】 休暇村 竹野海岸 【食事】 朝/ × 昼/ ○ 夕/ ○ 

                    ◆競り市見学                        ◆撮影＆昼食         ◆撮影        

2 5/8   香住漁港  ホテル   小代地区    百毫寺     新大阪 

  (水)   ６：００       ６：３０～７：３０       ８：００～９：３０   １０：３０～１３：００      １４：３０～１６：３０     １８：００頃                                                                   

          【食事】 朝/ ○ 昼/ ○ 夕/ × 

※交通事情や天候等により、行程や撮影場所が変更または中止となる場合がございます。     ■記号の説明   ＝＝＝貸切バス  

※※２日目百毫寺での撮影は、藤の開花時期の関係で白井大町藤公園に変更となる可能性がございます。  

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。【このパンフレットは、旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります。】 
この旅行は、㈱日本旅行関西企画旅行支店（以下｢当社｣といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客 ５．免責事項 

様は当社と募集型企画旅行契約を締結して頂く事になります。募集型企画旅行契約の内容・条件は、本パンフレット、別途お渡しする旅行   お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。 

条件書(旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。    ①天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。②運送、宿泊 

１．お申し込み方法と契約の成立    機関の事故若しくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。③官公署の命令、又 

 （１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。お申込み金は、旅行代金、取消料、または違約料の一   は、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。④運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ず 

       部または全部として繰り入れます。   る旅行日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮。 

 （２）契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立いたします。 ６．特別補償 

 （３）団体、グループ（家族）の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を行います。   お客様が募集型企画旅行中に生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については当社の故意、過失の 

２．旅行中止の場合   有無にかかわらず特別補償規定に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。 

 ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。 ７．旅程保証 

 この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前にご連絡させて頂き、お預かりしている旅    当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第２９条別表 

 行代金の全額をお返しします。    二）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条の定めるところにより変更補償金をお支払いします。 

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの ８．個人情報の取扱 

 パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。旅行日程に    （１）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送、 

 記載のない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用は含まれません。           宿泊期間等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

４．取消料     （２）当社、当グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提 

 お客様は、次の取消料をお支払いいただく事により旅行契約を解除する事が出来ます。なお、取消日とは、お客様が当社の           供・アンケートのお願い ③統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただきます。これら提供 

 営業日、営業時間内に解除する内容をお申し出いただいた日とします。           案内等の停止を希望される場合はお申し出ください。 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）    （３）このほかの当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ（http://www.nta.co,jp）で 

  （1）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
無      料 

          ご確認下さい。 

        ２１日目にあたる日まで   ９．このパンフレットに記載の旅行日程の旅行条件は2019年03月13日を基準としています。 

  （2）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
旅行代金の20% 

        ２０日目にあたる日以降８日目にあたる日まで                                       《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》 

  （3）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
旅行代金の30% 

 安心して旅行をしていただく為、お客様ご自身で保険をおかけになることをお勧めいたします。 

        ７日目にあたる2日に当たる日まで  詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申し込み下さい。 

  （4）旅行開始日の前日まで 旅行代金の40%     

  （5）旅行開始日の当日 旅行代金の50% 

 ■特別な配慮を必要とする方のお申込みについて  
 お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる  
 可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただき  
 ますので係員に必ずお申し出ください。  
 

  （6）無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100% 


